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医学部臨時定員増に係る方針について

① 「新医師確保総合対策」（平成18年8月31日４大臣※合意→地域医療に関する関係省庁連絡会議決定）に基づき、平成
20～29年度までの間、医師不足が特に深刻と認められる10県について、各県10名（加えて自治医科大学も10名）までの暫
定的な増員
※４大臣：総務大臣、財務大臣、文科大臣、厚労大臣

② 「緊急医師確保対策」（平成19年5月31日政府・与党決定）に基づき、原則平成21～29年度までの間、医師確保が必要
な地域や診療科に医師を確保・配置するため、都府県ごとに５名まで（北海道は15名まで）の暫定的な増員

③ 「経済財政改革の基本方針2009」（平成21年6月23日閣議決定）及び「新成長戦略」（平成22年6月18日閣議決定）
に基づき、平成21年度から都道府県が策定することとされた地域医療再生計画等に基づき、平成22～31年度までの間、地域
枠による都道府県ごとに毎年原則10名までの暫定的な増員等

④ 「経済財政運営と改革の基本方針2018」（平成30年６月15日閣議決定）
2020年度、2021年度については、2019年度の医学部定員を超えない範囲で、その必要性を慎重に精査しつつ、暫定的に現
状の医学部定員を概ね維持する。2022年度以降については、定期的に医師需給推計を行った上で、働き方改革や医師偏在
の状況等に配慮しつつ、将来的な医学部定員の減員に向け、医師養成数の方針について検討する。

⑤ 「経済財政運営と改革の基本方針2019」（令和元年６月21日閣議決定）
医師偏在指標を活用し、臨床研修や専門研修を含む医師のキャリアパスも踏まえた実効性のある地域及び診療科の医師偏在対
策を推進する。2022 年度以降の医学部定員について、定期的に医師需給推計を行った上で、医学部定員の減員に向け、医
師養成数の方針について検討する。

当初、大学医学部の定員設定に向けた準備期間を十分にとる観点から、2020年４月までを目途に、医師需給推計の結果を踏ま
え、2022年以降の医師養成数の方針を示す予定としていた。しかし、新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、2020年4月まで
の間に十分な議論を行うことができなかった。

平成18年度からの医学部臨時定員増に係る方針

新型コロナウイルス感染拡大の影響



年度
H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 R2 R3 R4

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

総入学定員 7,625 7,793 8,486 8,846 8,923 8,991 9,041 9,069 9,134 9,262 9,420 9,419 9,420 9,330

臨時
定員

令和２年度
933人

恒久
定員

令和２年度
8,397人

令和2・3年度は、暫定的にトータルとして平成
31年度程度の医学部定員(1,011人)を超えない
範囲で、各都道府県や大学等とその必要性を踏
まえ調整を行っている。

令和4年度以降については、医師の働き方改革に
関する検討会の結論等を踏まえ、マクロ医師需
給推計を行った上で医師養成数の方針等につい
て見直す予定としていた。令

和
4
年
度

令和４年度以降の医師養成数について

地域枠等

※１ 令和2年度の医学部定員のうち、約6人に１人にあたる1,679名が地域枠であり、臨時定
員の中に840名、恒久定員の中に839名設定されている。（恒久定員のうち、94%が別枠
入試としている。）
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令
和
2
・
3
年
度

○ 大学医学部・受験生へ配慮する観点から、令和4
年度の臨時定員については、暫定的に令和２・３年
度と同様の方法で設定してはどうか。令和５年度以
降の臨時定員については、令和３年春までを目途に
検討を行うことしてはどうか。

○ マクロ需給推計では将来的に医師は過剰になると
推計されており、将来的には定員を減員させる方向
性である。医師の地域定着割合を踏まえると※２、よ
り多くの地域枠を継続的に設定することが望ましいこ
とから、恒久定員内に地域枠を設定することを令和
４年度から推進してはどうか。

令和4年度の医師養成数の方針

※２ 過去の地域定着割合から推計すると、地域枠の枠数により地域に残る医師数が異なる。
（定員120名の医学部の場合）
例１） 一般枠100名＋地域枠20名 → (100x0.4)+(20x0.9) = 58名
例２） 一般枠50名＋地域枠70名 → (50x0.4)+(70x0.9) = 83名

（地域定着割合は臨床研修修了者アンケート調査（平成29～31年）厚生労働省調べより）



※ Ａ県は任意の都道府県。Ｂ県はＡ県以外の都道府県。
※ 出身地又は大学が海外の場合及び当該項目について無回答の場合は除外。
※ 出身地：高校等を卒業する前までに過ごした期間が最も長い都道府県。
※ 県またぎ地域枠：出身大学の所在地以外の都道府県（A県）における勤務義

務がある地域枠。
※ 防衛医科大学及び産業医科大学は除外。自治医科大学については県またぎ

地域枠についてのみ除外。

出典：臨床研修修了者アンケート調査（平成29～31年）厚生労働省調べ

地域枠・地域枠以外の地域定着割合

臨床研修病院または
臨床研修後の勤務先

⑥地域枠以外・出身地Ｂ県・大学A県

⑤地域枠以外・出身地A県・大学A県（地元出身者）

A県大学A県

A県出身

医学生

大学B県

①A県地域枠

②県またぎを除くA県地域枠

④県またぎ地域枠

B県出身

⑦地域枠以外・出身地A県・大学Ｂ県

③出身地A県・地域枠（地元出身）
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

⑦地域枠以外・出身地A県・大学Ｂ県

⑥地域枠以外・出身地Ｂ県・大学A県

⑤地域枠以外・出身地A県・大学A県（地元出身者）

内）隣接県に設定している

内）奨学金貸与あり

④A県地域枠・大学B県（県またぎ地域枠）

③A県地域枠・出身地A県・大学A県（地元出身者）

内）奨学金貸与なし

内）奨学金貸与あり

②県またぎを除くA県地域枠

①A県地域枠

上段：A県で臨床研修を行った割合 下段：A県で臨床研修修了後に勤務する割合

医学部卒業後の医師定着割合を比較すると、地域枠以外の医師の地域定着割合は非常に低い。
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H14 H16 H18 H20 H22 H24 H26 H28 H30

医師多数都道府県

7.9％増

35歳未満の医療施設従事医師数推移（平成14年を100とした場合）

医師少数都道府県

医師少数・多数以外都道府県

○医師多数都道府県では一貫して増加傾向にある（平成30年度では7.9％増）。
○医師少数都道府県では平成14年以降、一時減少し、平成22年に減少のピークを迎えた
が（3.2％減）、平成30年には8.5％増加している。
※平成20年より地域枠設定数が増えている。

出典：医師・歯科医師・薬剤師調査（厚生労働省）※医師多数都道府県：足元の医師偏在指標の上位33.3％の都道府県
医師少数都道府県：足元の医師偏在指標の下位33.3％の都道府県
医師少数・多数以外都道府県：足元の医師偏在指標の上位・下位33.3％以外の都道府県

8.5％増

全国

5

医療従事者の需給に関する検討会
第34回 医師需給分科会 資料

１
令和２年３月12日




